
令和５年８月２９月 

警 察 本 部 警 務 課 

 

福井県地方警察職員定数条例の一部改正（案）について 

～ 交通巡視員の警察官への身分切替え ～ 

 

１ 目的と趣旨 

  北陸新幹線の延伸開業等に伴う交流人口の増大や交通死亡事故の防止など、本

県の治安課題に的確に対処するため、交通巡視員を警察官に身分切替えし、警察

力の増強を図るもの。 

  本身分切替えは、全国４２都道府県警察で実施済みであるところ、県警察にお

いても実施すべく、福井県地方警察職員定数条例について所要の改正を行う。 

 

２ 改正案の概要 

  本条例第２条別表について、下表のとおり、現行の条例定数におけるその他の

職員（交通巡視員）を１９人減じ、警察官１９人を増員する。施行は令和６年４

月１日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 (1) 学校教養 

   警察官として必要な知識・技能を習得させるため、県警察学校において、お

おむね２か月程度の教育を実施する。 

(2) 運用 

   当分の間、交通部門の警察官として運用する。交通安全教育のほか、交通事

故捜査、悪質交通違反の取締りなどに従事する。 

 現 行 改 正 案 

警  察  官 

警 視  ８１人 

警 部 １６５人 

警部補 ９７６人 

（巡査部長含む。） 

巡 査 ５１０人 

警 視  ８１人 

警 部 １６６人 

警部補 ９８７人 

（巡査部長含む。） 

巡 査 ５１７人 

小    計 １，７３２人 １，７５１人 

その他の職員 ３５１人 ３３２人 

合        計 ２，０８３人 ２，０８３人 
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